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◯
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則
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１

公
安
委
員
会
規
則

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号

秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
1
8
年
５
月
1
6
日秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
辰
　
郎
　

秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
3
9
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第

７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
５
条
の
２
第
２
号
キ
□
中
「
□
」
を
「
□
」
に
改
め
、
同
号
キ
□
を
同

号
キ
□
と
し
、
同
号
キ
□
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

□
放
置
車
両
の
確
認
及
び
標
章
の
取
付
け
の
た
め
使
用
中
の
車
両

第
７
条
の
1
7
中
「
様
式
第
８
号
の
2
3
」
を
「
様
式
第
８
号
の
3
5
」
に
改

め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
8
と
す
る
。

第
７
条
の
1
6
中
「
様
式
第
８
号
の
2
2
」
を
「
様
式
第
８
号
の
3
4
」
に
改

め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
7
と
す
る
。

第
７
条
の
1
5
中
「
様
式
第
８
号
の
2
1
」
を
「
様
式
第
８
号
の
3
3
」
に
改

め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
6
と
す
る
。

第
７
条
の
1
4
第
２
項
中
「
様
式
第
８
号
の
2
0
」
を
「
様
式
第
８
号
の
3
2
」

に
改
め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
5
と
す
る
。

第
７
条
の
1
3
中
「
様
式
第
８
号
の
1
9
」
を
「
様
式
第
８
号
の
3
1
」
に
改

め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
4
と
す
る
。

第
７
条
の
1
2
第
１
項
中
「
様
式
第
８
号
の
1
7
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
9
」

に
改
め
、
同
条
第
２
項
第
１
号
中
「
様
式
第
８
号
の
４
」
を
「
様
式
第
８
号

の
1
6
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
中
「
様
式
第
８
号
の
1
8
」
を
「
様
式
第
８
号

の
3
0
」
に
改
め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
3
と
す
る
。

第
７
条
の
1
1
第
２
項
中
「
様
式
第
８
号
の
1
6
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定

考
査
受
験
票
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
8
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
考
査
受

検
票
」
に
改
め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
2
と
す
る
。

第
７
条
の
1
0
第
２
項
中
「
様
式
第
８
号
の
1
5
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
7
」

に
改
め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
1
と
す
る
。

第
７
条
の
９
第
１
項
中
「
様
式
第
８
号
の
1
4
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
6
」

に
改
め
、
同
条
を
第
７
条
の
2
0
と
す
る
。

第
７
条
の
８
中
「
様
式
第
８
号
の
1
3
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
5
」
に
改

め
、
同
条
を
第
７
条
の
1
9
と
す
る
。

第
７
条
の
７
第
１
項
中
「
様
式
第
８
号
の
1
1
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
3
」

に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
様
式
第
８
号
の
1
2
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
4
」

に
改
め
、
同
条
を
第
７
条
の
1
8
と
す
る
。

第
７
条
の
６
中
「
様
式
第
８
号
の
1
0
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
2
」
に
改

め
、
同
条
を
第
７
条
の
1
7
と
す
る
。

第
７
条
の
５
中
「
様
式
第
８
号
の
２
」
を
「
様
式
第
８
号
の
1
4
」
に
改

め
、
同
条
を
第
７
条
の
1
6
と
す
る
。

第
７
条
の
４
第
１
項
中
「
様
式
第
８
号
の
８
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
0
」

に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
様
式
第
８
号
の
９
」
を
「
様
式
第
８
号
の
2
1
」

に
改
め
、
同
条
を
第
７
条
の
1
5
と
す
る
。

第
７
条
の
３
中
「
様
式
第
８
号
の
７
」
を
「
様
式
第
８
号
の
1
9
」
に
改

め
、
同
条
を
第
７
条
の
1
4
と
す
る
。

第
７
条
の
２
第
１
項
中
「
様
式
第
８
号
の
２
」
を
「
様
式
第
８
号
の
1
4
」

に
改
め
、
同
条
第
２
項
第
１
号
中
「
様
式
第
８
号
の
３
」
を
「
様
式
第
８
号

の
1
5
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
中
「
様
式
第
８
号
の
４
」
を
「
様
式
第
８
号

の
1
6
」
に
改
め
、
同
項
第
３
号
中
「
様
式
第
８
号
の
５
」
を
「
様
式
第
８
号

の
1
7
」
に
改
め
、
同
項
第
４
号
ア
中
「
様
式
第
８
号
の
６
」
を
「
様
式
第
８

号
の
1
8
」
に
改
め
、
同
条
を
第
７
条
の
1
3
と
す
る
。

第
７
条
の
次
に
次
の
1
1
条
を
加
え
る
。

（
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
）

第
７
条
の
２
法
第
5
1
条
の
４
第
５
項
の
文
書
の
様
式
は
、
様
式
第
８
号
の

２
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
放
置
違
反
金
納
付
命
令
書
に
記
載
す
る
納
付
の
期
限
は
、
同
項

の
放
置
違
反
金
納
付
命
令
書
を
発
出
し
た
日
か
ら
2
0
日
を
経
過
し
た
日
と

す
る
。

３
公
安
委
員
会
は
、
法
第
5
1
条
の
４
第
1
8
項
の
納
付
命
令
に
係
る
公
示
送

達
に
つ
い
て
は
、
様
式
第
８
号
の
３
の
放
置
違
反
金
納
付
命
令
公
示
送
達

書
を
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
の
取
消
し
等
）

第
７
条
の
３
法
第
5
1
条
の
４
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
命
令
の
取
消
し

の
通
知
は
、
様
式
第
８
号
の
４
の
放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
通
知
書
に

よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
放
置
違

反
金
に
相
当
す
る
金
額
を
還
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
８
号
の

５
の
放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
兼
還
付
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
弁
明
の
通
知
）

第
７
条
の
４
法
第
5
1
条
の
４
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
様
式
第
８

号
の
６
の
弁
明
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
弁
明
通
知
書
に
記
載
す
る
弁
明
書
の
提
出
期
限
は
、
前
項
の
弁

明
通
知
書
を
発
出
し
た
日
か
ら
1
4
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

（
弁
明
の
通
知
の
公
示
送
達
）

第
７
条
の
５
法
第
5
1
条
の
４
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
様
式
第
８

号
の
７
の
弁
明
通
知
公
示
送
達
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
弁
明
通
知
公
示
送
達
書
に
記
載
す
る
弁
明
書
の
提
出
期
限
は
、

法
第
5
1
条
の
４
第
７
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
日
か
ら
1
4
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

（
放
置
違
反
金
に
相
当
す
る
金
額
の
仮
納
付
）

第
７
条
の
６
法
第
5
1
条
の
４
第
９
項
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
に
相
当

す
る
金
額
の
仮
納
付
の
期
限
は
、
第
７
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
日
と

す
る
。

（
仮
納
付
に
係
る
金
額
の
返
還
）

第
７
条
の
７
法
第
5
1
条
の
４
第
1
2
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
書
面
の
様
式

は
、
様
式
第
８
号
の
８
の
仮
納
付
金
返
還
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
放
置
違
反
金
の
督
促
）

第
７
条
の
８
法
第
5
1
条
の
４
第
1
3
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
放
置
違
反

金
の
納
付
の
期
限
の
経
過
後
2
0
日
以
内
に
様
式
第
８
号
の
９
の
督
促
状
に

よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
督
促
状
に
よ
つ
て
指
定
す
る
納
付
の
期
限
は
、
督
促
状
を
発
す

る
日
か
ら
1
0
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

３
公
安
委
員
会
は
、
法
第
5
1
条
の
４
第
1
8
項
の
督
促
に
係
る
公
示
送
達
に

つ
い
て
は
、
様
式
第
８
号
の
1
0
の
督
促
状
公
示
送
達
書
を
公
安
委
員
会
の

掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
延
滞
金
）

第
７
条
の
９
公
安
委
員
会
は
、
法
第
5
1
条
の
４
第
1
3
項
の
規
定
に
よ
る
督

促
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、

当
該
放
置
違
反
金
に
つ
き
年
1
4
.5
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
、
納
付
の
期
限

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
よ
つ
て
計
算
し
た
延
滞
金
を
徴
収

す
る
。

（
１
）
法
第
5
1
条
の
４
第
５
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
を
受
け
た
者
が
災
害

に
よ
り
納
付
の
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
か
つ
た
と
き
。

（
２
）
放
置
違
反
金
の
徴
収
に
関
す
る
書
類
の
送
達
に
代
え
て
公
示
送
達
を

し
た
と
き
。

（
カ
）

（
カ
）

（
オ
）

（
オ
）

（
キ
）

（
カ
）

（
カ
）
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２

（
３
）
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
5
1
条
の
４
第
５
項
に
規
定
す

る
納
付
命
令
を
受
け
た
者
が
納
付
の
期
限
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

２
前
項
の
延
滞
金
の
額
に
1
0
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
全

額
が
1
,0
0
0
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切

り
捨
て
る
。

（
滞
納
処
分
）

第
７
条
の
1
0
公
安
委
員
会
は
、
放
置
違
反
金
の
徴
収
及
び
滞
納
処
分
に
関

す
る
事
務
を
、
秋
田
県
警
察
の
職
員
の
う
ち
か
ら
警
察
本
部
長
が
指
定
し

た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
職
員
が
滞
納
処
分
を
行
う
と
き

は
、
様
式
第
８
号
の
1
1
の
徴
収
職
員
証
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
入
の
通
知
）

第
７
条
の
1
1
放
置
違
反
金
の
納
入
の
通
知
は
、
秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和

3
9
年
秋
田
県
規
則
第
４
号
）
に
定
め
る
納
入
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
市
区
町
村
へ
の
照
会
）

第
７
条
の
1
2
法
第
5
1
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
市
区
町
村
へ
の
照
会

は
、
様
式
第
８
号
の
1
2
の
身
上
調
査
照
会
書
及
び
様
式
第
８
号
の
1
3
の
車

両
使
用
者
等
照
会
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
2
3
中
「
第
７
条
の
1
7
」
を
「
第
７
条
の
2
8
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
3
5
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
2
2
中
「
第
７
条
の
1
6
」
を
「
第
７
条
の
2
7
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
3
4
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
2
1
中
「
第
７
条
の
1
5
」
を
「
第
７
条
の
2
6
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
3
3
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
2
0
中
「
第
７
条
の
1
4
」
を
「
第
７
条
の
2
5
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
3
2
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
9
中
「
第
７
条
の
1
3
」
を
「
第
７
条
の
2
4
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
3
1
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
8
中
「
第
７
条
の
1
2
」
を
「
第
７
条
の
2
3
」
に
、
「
第
5
1

条
の
1
3
第
２
号
」
を
「
第
5
1
条
の
1
3
第
２
項
第
２
号
」
に
改
め
、
同
様
式
を

様
式
第
８
号
の
3
0
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
7
中
「
第
７
条
の
1
2
」
を
「
第
７
条
の
2
3
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
2
9
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
6
中
「
第
７
条
の
1
1
」
を
「
第
７
条
の
2
2
」
に
、
「
受
講

番
号
」
を
「
受
検
番
号
」
に
、
「
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
考
査
受
験
票
」

を
「
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
考
査
受
検
票
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

８
号
の
2
8
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
5
中
「
第
７
条
の
1
0
」
を
「
第
７
条
の
2
1
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
2
7
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
4
中
「
第
７
条
の
９
」
を
「
第
７
条
の
2
0
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
2
6
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
3
中
「
第
７
条
の
８
」
を
「
第
７
条
の
1
9
」
に
改
め
、
同

様
式
の
備
考
２
中
「
状
況
」
を
「
事
由
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
８
号

の
2
5
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
2
中
「
第
７
条
の
７
」
を
「
第
７
条
の
1
8
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
2
4
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
1
中
「
第
７
条
の
７
」
を
「
第
７
条
の
1
8
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
2
3
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
1
0
中
「
第
７
条
の
６
」
を
「
第
７
条
の
1
7
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
2
2
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
９
中
「
第
７
条
の
４
」
を
「
第
７
条
の
1
5
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
2
1
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
８
中
「
第
７
条
の
４
」
を
「
第
７
条
の
1
5
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
2
0
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
７
中
「
第
７
条
の
３
」
を
「
第
７
条
の
1
4
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
1
9
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
６
中
「
第
７
条
の
２
」
を
「
第
７
条
の
1
3
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
1
8
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
５
中
「
第
７
条
の
２
」
を
「
第
７
条
の
1
3
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
1
7
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
４
中
「
第
７
条
の
２
」
を
「
第
７
条
の
1
3
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
1
6
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
３
中
「
第
７
条
の
２
」
を
「
第
７
条
の
1
3
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
1
5
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
２
中
「
第
７
条
の
２
」
を
「
第
７
条
の
1
3
」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
８
号
の
1
4
と
す
る
。

様
式
第
８
号
の
次
に
次
の
1
2
様
式
を
加
え
る
。
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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